
 

【報告 2】 補助金交付要綱の改正について 

  「福岡市事業系ごみ資源化技術実証研究等支援事業補助金交付要綱」及び「福岡市一般廃

棄物資源化施設整備費補助金交付要綱」は，令和2年 3月末までの有効期限となっているため，

下記のとおり期間を延長するほか，一部の様式を変更するもの。 

 ■ 期間延長理由 

    今年度，新たに策定される福岡市一般廃棄物処理基本計画に沿って，事業系一般廃棄物の

資源化に関する技術等の研究や資源化施設整備費について今後も支援の必要性が認められ

ることから，継続するものとし， 本要綱の終期延長を行うもの。 

  〇 延長期間 4 年間（令和 7 年 3 月 31 日まで） 

 ■ 様式変更理由 

    福岡市は現在，申請書等への押印の見直しを進めており，支出の根拠書類とならない様式に

ついては，押印を廃止するもの。支出根拠書類とならない下記の様式について様式を変更する。 

【対象様式】 

  〇 実証研究等支援事業補助金「参加意思表明書（様式第 10 号）」 

  〇 資源化施設整備費補助金  「事業経過報告書（様式第 10 号）」 

  （参 考） 
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